
福岡商工会議所よりお知らせ                            

インボイス・改正電帳法に関する相談窓口について 
 

インボイス及び改正電帳法に関する相談窓口を下記のとおり開設いたしました。 

インボイス、改正電帳法のご相談はもちろん、その他、税務関連全般のご相談も可能です。 

この機会に是非ご利用ください。 

 

【 インボイス・改正電帳法に関する相談窓口】 

◆開設日時：令和４年１０月２０日（木） 

１１月１日（火）、７日（月）、１４日（月）、２５日（金） 

１２月２日（金） 

 いずれも９時～１２時、１３時～１７時で相談時間６０分 

◆場所：福岡商工会議所２階（福岡市博多区博多駅前 2－9－28）  

◆相談料：無料 

◆対応専門家：吉田稔徳氏 吉田稔徳税理士事務所 代表 

◆ご利用方法：ご予約が必要です。下記いずれかの方法でお申込の上、ご来所ください。 

オンライン相談につきましては、別途ご案内するＵＲＬからご入室ください。 

  【予約電話】：０９２-４４１－２１６１、０９２－４４１－２１６２（地域支援第１及び第２グループ） 

  【申込ファックス】：０９２－４８２－１５２３（経営支援グループ） 

       ※ファックスでお申込いただいた場合は、受付後、確定日程をメールでご連絡いたします。 

◆本件担当：福岡商工会議所 経営相談部 経営支援グループ 三戸 

インボイス・改正電帳法に関する相談窓口 お申込書 

申込先（FAX）０９２－４８２－１５２３  

 ※ファックスでお申込の場合、日程調整後、確定日時につきましてはメールでご連絡いたします。 

オンライ

ン希望 
期日 時間（ファックスの場合、候補として３つ「○」をお願いします） 

□ １０／２０ １０時 ・ １１時 ・ １３時 ・ １４時 ・ １５時 ・ １６時 

□ １１／１ ９時 ・ １０時 ・ １１時 ・ １３時 ・ １４時 ・ １５時 ・ １６時 

□ １１／７ ９時 ・ １０時 ・ １１時 ・ １３時 ・ １４時 ・ １５時 ・ １６時 

□ １１／１４ ９時 ・ １０時 ・ １１時 ・ １３時 ・ １４時 ・ １５時 ・ １６時 

□ １１／２５ ９時 ・ １０時 ・ １１時 ・ １３時 ・ １４時 ・ １５時 ・ １６時 

□ １２／２ ９時 ・ １０時 ・ １１時 ・ １３時 ・ １４時 ・ １５時 ・ １６時 

会員番号  事業所名  

役職  氏名  

連絡先 TEL  連絡先メール  

現状の問題（ご相談内容） 

頂いた個人情報は、本相談会実施に関する事項及び分析、当所からの情報提供・ご案内にのみ使用いたします。 


